
道路以外の場所で貨物自動車を用いて作業する

ときは、あらかじめ、当該作業場所の広さ・地形、貨物

自動車の種類・能力、 

荷の種類・形状等に 

適応する作業計画を 

定めるとともに、労働 

者に周知しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運転位置から離れる場合には、貨物自動車の  

①エンジンを停止し（※）、かつ、 

②停止の状態を保持するため 

のブレーキを確実にかけましょう。 

※テールゲートリフター操作時に①は 
適用されません。 

道路走行では、法定速度遵守、わき見運転   

防止、シートベルト着用、過積載禁止等の交通関係

法令を守りましょう。 

人力荷役は極力避けましょう。また、長時間運転 

直後の荷役作業は避け、ストレッチや休憩の後に行い

ましょう。 

屋外や荷台の中での作業は、 

十分な水分補給と休憩をとる 

ことで熱中症に注意しましょう。 

床面と荷台（又は荷の上）と

の間の昇降には、安全な昇降

設備を使用しましょう。 

型式検定（国家検定）に

合格した「墜落時保護用」の

保護帽を着用しましょう。 

高さが２ｍ以上の荷の上等

の箇所で作業を行う場合は 

墜落制止用器具を使用する

等の措置を講じましょう。 

大分県内では、令和６年４月の１か月間に、トラックに関連する死亡労働災害が３件発生し

ました（裏面参照）。労働安全衛生規則に定められた貨物自動車の運転位置から離れる場合の

措置や交通関係法令を遵守して、労働災害を防止しましょう。 

運転位置から離れる場合の措置 

貨物自動車との接触の防止 

路肩からの転落等の防止 

荷役作業時の墜落災害の防止 

交通関係法令の遵守 

過労運転の防止 

腰痛、熱中症の防止 

貨物自動車の運行経路について必要

な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止

すること等の必要な措置を講じましょう。 

また、転倒又は転落の危険がある   

路肩、傾斜地等で貨物自動車を用いて

作業する場合は、誘導者を配置して、 

その者に誘導させましょう。 

運行中の貨物自動車又はその荷に接触することに

よる危険がある箇所に労働者を立ち入らせないか、 

誘導者を配置しましょう。 

作業計画の作成 

点呼の確実な実施と、余裕のある

運行計画の作成で過労運転を防止

しましょう。 

輪止めが有効です 

可搬式の踏み台等の例 

保護帽のラベル例 

作業計画書 

路
肩
注
意 

令和６年５月要請 



令和６年 
死亡労働災害発生状況        

 

参考 
 
 

№ 

発 生 月 
性 別 職 種 

災害発生状況 
年 齢 経 験 

業   種 
事 故 の 型 

起 因 物 

1 

１月 
男 作業員 

 クレーン（つり上げ荷重 2.8ｔ）を用いてアルミ板２

枚（合計重量約 250㎏）をつり上げて移動させていた

ところ、クレーンのフックから吊り具のベルトが外れ

たため、アルミ板が落下し、頭部に激突したもの。 

20代 7年 

金属製品製造業 
飛来、落下 

クレーン 

2 

４月 
男 運転手 

無人のミキサー車が前進し始めたため、同車に走っ

て近づいたところ、ミキサー車が法面で横転し、地面

と車体との間に挟まれたもの。 

50代 7年 

窯業土石製品 

製造業 

はさまれ、巻き込まれ 

トラック 

3 

４月 
男 運転手 

 停泊中の貨物船内で、トレーラーヘッドとトレーラ

ーの連結作業中、無人の当該車両が前進し始めたた

め、運転席に走って近づいたところ、車両と船舶内壁

との間に挟まれたもの。 

50代 26年 

道路貨物運送業 
はさまれ、巻き込まれ 

トラック 

4 

４月 
男 運転手 

 国道を積載型トラッククレーンで走行中、対向して

きた大型トレーラーと正面衝突したもの。 

50代 2か月 

道路貨物運送業 
交通事故（道路） 

トラック 

令和６年５月８日現在 
大分労働局 

労働安全衛生規則の 

一部改正リーフレット 

荷役作業の安全対策 

ガイドライン 

荷役作業の安全対策 

チェックリスト 

現場で取り組まれて

いる好事例 

交通労働災害防止 

のためのガイドライン 

 
トラック運転手の 

改善基準告示のポイント 

荷主と運送事業者の協力による取引環境と 

長時間労働の改善に向けたガイドライン 


